
単価契約仕様書 

京都市建設局北部土木みどり事務所 

（担当： 谷、岡本 電話 075-492-3111） 

件名  （単価契約）公園横断側溝等浚渫作業 

形状・寸法  機械吸引及び高圧水洗浄による清掃  

予定数量  ５回  

契約期間  令和８年６月１日～令和９年３月３１日  

契約条件  １ 公園横断側溝、集水桝、手洗水洗下部の桝（以下、「公園横断側溝

等」という。）の箇所は、北部土木みどり事務所管内にある公園内（別紙１

－１、別紙１－２）とする。  

２ 公園横断側溝等の浚渫作業の回数は、過去の実績等から目安とし

て、５回と想定する。   

３ 業者は、機械吸引及び高圧水洗浄により公園横断側溝等内（公園横

断側溝等に接続している排水管も含む）に堆積している汚泥の浚渫及び

清掃を行い、完了報告を北部土木みどり事務所へ通知しなければならな

い。  

４ 公園の作業要領及び、作業範囲は次のとおりとする。  

⑴ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、「廃掃法」と 

う。）及び関係法令に従い、清掃車等により収集し、別紙２に示す本市の

指定する受入場所まで、許可された車両で適正に運搬するものである。 

⑵ 公園横断側溝等と接続する排水管の清掃も合わせて行うこと。 

⑶ 業者は、作業中、近隣住民からの要望、通行車両等からの苦 

情、事故の発生等があった場合は、速やかに本市に連絡しその指示に従

うこと。  

５ 本単価契約において、汚泥が適切に収集運搬されていることを証明

するため、本市担当課が交付した産業廃棄物管理票（マニフェスト）に、

必要事項を記入・押印したうえで、本市が指定する処分業者へ回付する

こと。また、排出事業者に返却しなければならないもの（マニフェストＢ２

票）については、本市担当者へ提出すること。 

６ 支払いは１箇月ごとに実施明細書を作成のうえ、完了報告書及び請

求書に加え、作業前後の現況写真を添付して北部土木みどり事務所に

提出するものとする。  

７ 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合によ

り増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら保障しない。  

８ その他、本仕様書に定めのない作業については、別途契約する。  



（別紙１－１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単価契約）公園横断側溝等浚渫作業 
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（別紙２） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
建設副産物 

 
受 入 場 所 

 
備 考  

 

 

汚 泥 

廃掃法第１４条第６項の許可を受けた施設 

 

  京都市伏見区深草神明講谷町 

・契約運搬距離 Ｌ＝15.2km 

・ 業 者 は、受 入 場 所 への搬 出 のみを

行い、処分は行わない。 


